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介護老人福祉施設における介護職員の 
虐待防止意識に影響を与える要因

松　岡　佐　智＊

要旨　養介護施設従事者等による高齢者虐待は、通報・相談件数、虐待判断件数共に増加してい

る。さらに、施設・事業所別における虐待判断件数は、「介護老人福祉施設」が29.5％で最も多く、

虐待者の職種は、「介護職」が 79.5％を占めている。そこで本研究では、介護老人福祉施設の介

護職員に焦点を当て、施設の組織体制及び虐待遭遇経験と、不適切ケアに関する意識の関連につ

いて分析し、介護職員の虐待防止意識に影響を与える要因について明らかにすることを目的とし

た。

　本研究の結果から、介護職員の虐待防止意識の向上に影響を与える要因として、「虐待防止に

向けた施設内の研修」と「職員間のコミュニケーションの充実」が示唆された。また、不適切ケ

アの遭遇経験は、虐待防止意識の低下に影響があることが分かった。そのため、さまざまな不適

切ケア事例を提示した研修の実施や、職員間のコミュニケーションが活性化する組織体制を構築

する必要性が明らかになった。

キーワード　 介護老人福祉施設、介護職員、施設内虐待、虐待防止意識

Ⅰ．問題の所在と研究目的

１．施設内虐待の現状と虐待防止体制の強化に

向けた国の動向

厚生労働省が発表した「2019年度 高齢者虐

待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関す

る法律に基づく対応状況による調査結果」によ

ると、養介護施設従事者等による高齢者虐待

（以下、施設内虐待）に関する相談・通報件数

及び虐待判断件数は、共に調査開始以降最多で

あった。 

厚生労働省は、2015年以降、各都道府県知事

に対し、「高齢者虐待の状況等を踏まえた高齢

者虐待の再発防止、対応の強化に関する通知」

を出しており、その通知において、自治体を通

し、定期的な研修の実施や苦情処理体制の運

用、メンタルヘルスに配慮した職員面談等の組

織的な対応、業務管理体制の点検と改善等に務

めることなど、各施設が実施すべき施設内虐待

防止策を示しているが、施設内虐待は依然とし
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て増加傾向のままである。

このような状況を踏まえ、2021年４月１日

より、「指定居宅サービス等の事業の人員、設

備及び運営に関する基準等の一部を改正する省

令」が施行され、利用者の人権の擁護、虐待の

防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を

防止するための委員会の開催、指針の整備、研

修の実施、担当者を定めることが義務づけられ

た。３年の経過措置期間が設けられているため、

2021年からの３年間は努力義務として施行さ

れ、2024年以降は義務化させることとなり、さ

らなる虐待防止体制の強化が各施設に求められ

ることになった。

２．研究目的

本研究は、介護老人福祉施設における介護職

員の虐待防止意識に焦点をあてる。その理由と

しては、前述した2019年度厚労省調査結果にお

ける施設・事業所別の虐待は、介護老人福祉施

設（特別養護老人ホーム）が29.5％で最も多い

こと、 虐待者の職種は「介護職」が 79.5％を占

めていることにある。介護職員による虐待の発

生件数は、職員配置基準の影響もある。しかし、

介護職員は最も高齢者と密接に係る存在であ

り、高い虐待防止意識が求められる。

　先行研究では、介護職員における虐待の認識

が異なり、何をもって虐待とするかの判断が個

人に委ねられている現状（土屋2014）や、介護

職員間の虐待行為の定義そのものが不明確とな

り、結果として無意識のうちに虐待行為をして

しまっている可能性（西本・小林・紀平・ほか

2007）が指摘されている。

さらに、藤江（2016）は、虐待行為や不適切

な介護をしてしまっている介護スタッフは、同

僚の虐待行為及び不適切な介護を発見している

ことが多く、そのことが虐待行為等に影響を及

ぼしていることを示唆している。 

そこで本研究では、介護職員の虐待防止意識

の向上に向けた施設の虐待防止体制を検討する

ために、施設の組織体制及び虐待遭遇経験と、

不適切ケアに関する意識について分析し、介護

職員の虐待防止意識に影響を与える要因につい

て明らかにすることを目的とする。

なお、本論文において、「不適切ケア」とは、

柴尾（2008）が示している「高齢者虐待の構造

は、『不適切ケア』の連続線上にある」ことを

踏まえ、「高齢者虐待防止法第２条５に定めら

れた虐待と判断することはできないが、利用者

への配慮が欠けており、その行為の積み重ねに

より虐待の兆候となる行為」と定義する。

Ⅱ．方法

１．調査対象

九州地域の介護老人福祉施設（地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護を含む）1,175

施設（福岡県355、熊本県182、佐賀県57、大

分県98、宮崎県88、長崎県145、鹿児島県181、

沖縄県69）とした。調査対象施設は、2018年

５月時点における「介護サービス情報公表シス

テム」から全数抽出したものであり、同一住所

の施設は１施設とみなし、調査対象リストを作

成した。

調査対象者は、施設長、生活相談員、主任介

護職員（または、主任介護職員に準ずる人）の

各施設３名としたが、本稿では、主任介護職員

のデータのみを抽出した。

２．調査実施期間及びデータ収集方法

調査実施期間は、2018年８月10日～10月10
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日とした。データの収集方法は、調査対象者に

対して無記名の自記式アンケート調査を実施し

た。アンケート票の配布は、依頼文書、研究計

画、アンケート票、返信用の封筒を施設長宛に

郵送した。回答対象者が複数存在する場合の回

答者の選出は、施設長に依頼した（依頼文に記

載）。また、アンケート票の回収は回答者が個

人で返送できるようにした。

３．調査項目と回答方法

　調査項目は、１）調査対象者の属性（年齢、

現在の職種での経験年数、保持資格）、２）勤

務する施設の組織体制、３）組織の状況、４）

不適切ケアに対する認識及び遭遇した経験の４

点に分類した。

１）調査対象者の属性は、年齢、現在の職種で

の経験年数、保持資格回答を求めた。保持資

格については、複数回答と活動歴が最長のも

のを単回答の２種類で回答を得た。

２）勤務する施設の組織体制は、実施の有無に

ついての回答を求めた。

３）組織の状況は、「業務上感じた疑問を同僚

や上司と話し合える雰囲気」、「職員会議等で

情報共有と職員間の意思疎通」、２項目を設

定した。回答方法は「１．ない」、「２．まれ

にある」、「３．時々ある」、「４．しばしばあ

る」、「５．いつもある」の５件法としたが、

本論文では意識の実態をより明確にするため

に、「１．ない」、「２．まれにある」、「３．時々

ある」の合計を「ない」に、「４．しばしば

ある」「５．いつもある」の合計を「ある」

の２件法で集計をした。

４）不適切ケアに対する認識及び遭遇した経験

は、田中（2016）、東京福祉保健財団（2016）

等の先行研究を参考に、不適切ケアとされる

項目を21項目（施設入所の生活を意識し、身

体拘束、食事、排泄、入浴、コミュニケーショ

ンの５分類に設定）を抽出した。回答方法は、

意識については、「適切な言動だ」、「やむを得

ない言動だ」、「あまり適切な言動ではない」、

「不適切な言動だ」の４件法とした。ただし、

本論文においては、不適切ケアに関する言動

を不適切と判断できないことを問題と捉え、

「１．適切な言動だ」、「２．やむを得ない言

動だ」、「３．あまり適切な言動ではない」の

合計を「不適切な言動ではない」と集計し、

「４．不適切な言動だ」は「不適切な言動で

ある」とし、２件法で集計した。

また、不適切ケアに遭遇した経験について

は、これまでの他施設での経験を含めた見聞き

した経験の有無について回答を求めた。

　なお、アンケート票の項目の信頼性及び妥当

性を担保するため、複数の高齢者福祉領域の研

究者に、複数回スーパービジョンを受け、アン

ケート票の作成を行った。

アンケート票には引用・参考文献として、著

書名等を記載し、これらの文献を引用・参考に

し、アンケート票を作成したことを明記した。

４．分析方法

回答者の属性は、記述統計量を求めた。施設

の組織体制及び業務上の意識、虐待遭遇経験と

不適切ケアに対する認識の関係を明らかにする

ために、χ2検定（両側）を行い、有意水準を

５％とした。有意差については、p＜0.05の項

目に*、p＜0.01の項目に**を記載した。なお、

分析には、IBM SPSS Statistics ver.25を使用

した。
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５．倫理的配慮

本調査の実施にあたっては、福岡県立大学研

究倫理委員会の承認を受け実施した（承認番

号：H30-9)。

なお、次の７点について、倫理的配慮を行っ

た。１）調査対象者の同意については、依頼文

及び研究計画概要に目的、方法、倫理的配慮、

研究への協力は自由意志での参加であり、参加

の可否が可能であることを記載し、この文書を

もって説明とし、アンケート票への回答をもっ

て同意とした。２）アンケート票への回答は無

記名で実施し、個人及び施設名が特定できない

ようにした。３）研究対象施設内においても、

研究参加への可否及び回答内容が明らかになら

ないよう、返信は回答者個人でできるよう、返

信用封筒を１人１枚（各施設３枚）用意した。

４）回答対象者が複数存在する場合の回答者の

選出は、施設長に依頼するが、その際に回答者

に強制力が働かないよう依頼した。５）得られ

たデータについては、統計学的分析をし、個人

及び施設名が特定できないようにした。６）回

収したアンケート票及びデータの保存・破棄に

ついては、研究代表者の研究室内の鍵のかかる

ロッカーで10年間保管した後、シュレッダーに

て破棄する。７）研究結果は、学術学会及び学

術雑誌で公表する予定であることを依頼文及び

研究計画概要に明記した。

Ⅲ．結果

１．回収率及び回答者の属性

回収率は、31.8％（374部／1,175部）であっ

た。回答者の年齢層は、「30代」が最も多く（140

人；37.6％）、次いで「40代」が128人（34.4％）

であった。経験年数については、「10年以上15

年未満」が最も多く107人（29.0％）を占めて

いた。保持資格については、複数回答及び保持

資格の中で活動歴が最長の資格について単回答

で回答を得たが、共に「介護福祉士」が最も多

く、90％以上を占めていた。

２．虐待防止に関する施設内の取組みの実施状

況と不適切ケアに関する認識の関係性

⑴　組織体制の有無からみた不適切ケアの認識

状況

　施設の組織体制（取組み）の９項目において、

不適切ケア（21項目）の認識との関係で有意差

表１　回答者の属性

1/4 367.5

※無回答や誤回答等は除いた。
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があった項目は、次のとおりであった。

「職員の悩みを相談できる相談体制の設置」

１項目（①）、「職員の働きやすさに関する改善

に向けた取組み」２項目（①、⑯）、「業務とし

ての施設外研修への参加の機会」１項目（⑥）、

「トラブルやミス（ニアミス）を積極的に報告

するシステム」３項目（①、⑤、⑮）、「虐待防

止に向けた施設内の研修」８項目（①、②、⑤、

⑪、⑯、⑰、⑱、⑲）、「虐待防止・権利擁護に

関する委員会の定期開催」１項目（⑯）、「身体

拘束について定期的に検討する会議の開催」２

項目（⑩、⑲）、「虐待事案の発生時の対応方法

等を記したマニュアル」３項目（②、④、⑯）

であった。なお、項目数の後のかっこ内は、表

中の不適切ケアの項目番号を示している。

有意差が最も多かったものは、「虐待防止に

向けた施設内の研修」であり、「虐待防止に関

するマニュアル」は、有意差はなかった。

⑵　組織の状況からみた不適切ケアの認識状況

　施設の組織の状況２項目において、不適切ケ

アの認識との関係で有意差があった項目は、

「業務上感じた疑問を同僚や上司と話し合える

雰囲気」において、８項目（①、③、④、⑤、⑥、

⑦、⑩、⑰）であった。「職員会議等で情報共

有と職員間の意思疎通」では、14項目（②、③、

⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑮、⑰、⑱、⑲、⑳、

㉑）において有意差があった。

３．不適切ケアの遭遇経験と不適切ケアの認識

状況

　不適切ケアの遭遇経験と不適切ケアの認識状

況の関連性については、20項目（①、②、③、

④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、

⑯、⑰、⑱、⑲、⑳、㉑）において有意差があっ

た。

Ⅳ．考察

１．介護職員の虐待防止意識に影響を与える要

因

　施設の組織体制の有無と不適切ケアの認識状

況の関係性について、最も有意差が多かった項

目は、「虐待防止に向けた施設内の研修」であっ

た。特に、利用者とのコミュニケーションに関

する項目において、６項目（⑯～㉑）中４項目

（⑯助言のつもりで、利用者のやり方を否定す

る、⑰子どもをほめるような言い方をする、⑱

利用者に親しみを込めてニックネームや○○

ちゃんと呼ぶ、⑲あまりにも要求が多いので、

適当に聞き流す）で有意差がみられた。この結

果から、「虐待防止に向けた施設内の研修」は、

特に利用者とのコミュニケ―ション場面におけ

る虐待防止意識の向上に寄与していることが分

かった。

しかし、全体を概観すると、有意差がみられ

た項目は少なく、組織体制の有無が介護職員の

虐待防止意識に直接的な影響を与えているとは

言い難い結果となった。これは、松岡・本郷

（2020）が示唆するように、介護職員は、施設

長と比較して、組織体制についての認識が低い

ことや、施設内で虐待予防や環境改善を目的と

した取組み体制が構築されていても、職員にこ

れらの取組みの趣旨等が浸透していない可能性

や、職員が取組み内容に満足していない状況が

あると推測できる。したがって、組織体制の構

築及び充実と共に、施設内の全職員にそれぞれ

の取組みの趣旨が理解されるような仕組みが必

要である。

一方、組織の状況については、「業務上感じ
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た疑問を同僚や上司と話し合える雰囲気」では

８項目、「職員会議等で情報共有と職員間の意

思疎通」では14項目において有意差があった。

組織体制と比較すると、有意差があった項目は

多く、日々の業務の中で、職員間のコミュニ

ケーションが充実している状況が、介護職員の

虐待防止意識に影響を与えていると捉えられ

た。

　不適切ケアの遭遇経験と不適切ケアの認識状

況の関連性については、20項目で有意差がみ

られ、藤江（2016）の研究と同様に、不適切ケ

アの遭遇経験があることが、虐待防止意識の低

下につながることが明らかになった。

２．虐待防止意識の向上に向けた施設の組織体

制のあり方

　本研究の結果から、介護職員の虐待防止意識

の向上に影響を与える要因として、「虐待防止

に向けた施設内の研修」と「職員間のコミュニ

ケーションの充実」が示唆された。また、不適

切ケアの遭遇経験は、虐待防止意識の低下に影

響があることが分かった。

　施設内虐待の防止策としての研修の有用性

は、さまざまな先行研究（岸・岩沢・松下ら

2010、加賀谷・大和田2010、土屋2014、松本

2015等）において明らかにされている。知識の

向上やストレスケアに関する研修の意義も当然

認められるが、今回の研究結果において不適切

ケアの遭遇経験が虐待防止意識の低下に影響を

与えていることから、さまざまな不適切ケア事

例を具体的に提示した研修を実施し、無意識の

うちに職員間で同僚の不適切な言動を真似てし

まうという伝染 (藤江2016）を防いでいくこと

が必要と考える。

さらに、施設内虐待防止策としての「職員間

のコミュニケーションの充実」の必要性は、本

調査の自由記述分析結果（松岡2021）において

も明らかになっている。つまり、介護職員自身

も、「職員間のコミュニケーションの充実」の

必要性を認識している。

そのため、介護職員の虐待防止意識の向上に

向けた施設の虐待防止体制を構築していくため

には、研修や施設の取組みと併せて、岸・岩沢・

松下ら（2010）が示唆するような介護職員が自

身の思い、葛藤、希望や課題を同僚や上司、

スーパーバイザー等に話せる場や語り合える

「場の確保」や、休憩時間などに日常的に他の

職員と交流する「時間の確保」といった組織体

制の構築が必要である。

Ⅴ．結語

　本研究では、介護老人福祉施設の介護職員に

焦点を当て、施設の組織体制及び虐待遭遇経験

と、不適切ケアに関する意識の関連について分

析し、介護職員の虐待防止意識に影響を与える

要因について明らかにすることを目的とした。

結果、介護職員の虐待防止意識の向上に影響

を与える要因として、「虐待防止に向けた施設

内の研修」と「職員間のコミュニケーションの

充実」が示唆された。また、不適切ケアの遭遇

経験は、虐待防止意識の低下に影響があること

が分かった。そのため、さまざまな不適切ケア

事例を提示した研修の実施や、職員間のコミュ

ニケーションが活性化する組織体制を構築する

必要性が明らかになった。
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